
1 

○白岡市個人番号の利用に関する条例施行規則  

平成２８年３月３０日 

規則第１８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、白岡市個人番号の利用に関する条例（平成２７年白

岡市条例第２８号。以下「条例」という。）第５条の規定に基づき、条

例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で定めるところによる。  

（条例別表第１の規則で定める事務） 

第３条 条例別表第１の右欄各項に掲げる事務であって規則で定めるもの

は、別表第１の左欄に掲げる事務に応じ、同表右欄に定める事務とする。  

（条例別表第２の規則で定める事務及び情報）  

第４条 条例別表第２の中欄各項に掲げる事務であって規則で定めるもの

は、別表第２の左欄に掲げる事務に応じ、同表中欄に定める事務とし、

条例別表第２の右欄各項に掲げる特定個人情報であって規則で定めるも

のは、別表第２の中欄に掲げる事務に応じ、同表右欄に定める情報とす

る。 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  

附 則（令和２年３月２３日規則第４号）  

この規則は、令和２年４月１日から施行する。  

附 則（令和５年８月７日規則第２９号）  

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年３月２１日規則第５号）  

この規則は、令和６年４月１日から施行する。  

別表第１（第３条関係） 

（令６規則５・全改） 

事務 規則で定める事務 
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１ 生活に困窮す

る外国人に対す

る生活保護の実

施に関する事務 

生活に困窮する外国人（以下「要保護等外国人」という。）

に対する生活保護法昭和２５年法律第１４４号）第１９

条第１項の規定に準じて行う保護の実施に係る事実に

ついての審査に関する事務 

要保護等外国人に対する生活保護法第２４条第１項の

規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第９項の規

定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係

る事実についての審査又はその申請に対する応答に関

する事務 

要保護等外国人に対する生活保護法第２５条第１項の

規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第２

項の職権による保護の変更に係る事実についての審査

に関する事務 

要保護等外国人に対する生活保護法第２６条の規定に

準じて行う保護の停止又は廃止に係る事実についての

審査に関する事務 

要保護等外国人に対する生活保護法第２９条第１項の

規定に準じて行う資料の提供等の求めに係る事実につ

いての審査に関する事務 

要保護等外国人に対する生活保護法第５５条の４第１

項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の

受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請

に対する応答に関する事務 

要保護等外国人に対する生活保護法第５５条の５第１

項の規定に準じて行う進学準備給付金の支給の申請の

受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請

に対する応答に関する事務 

要保護等外国人に対する生活保護法第５５条の８第１

項の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実
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施に係る事実についての審査に関する事務  

要保護等外国人に対する生活保護法第６３条の規定に

準じて行う保護に要する費用の返還に係る事実につい

ての審査に関する事務 

要保護等外国人に対する生活保護法第７７条第１項又

は第７８条第１項から第３項までの規定に準じて行う

徴収金の徴収（同法第７８条の２第１項又は第２項の規

定に準じて行う徴収金の徴収を含む。）に係る事実につ

いての審査に関する事務 

２ 白岡市重度心

身障害者医療費

支給に関する条

例（昭和５０年

白岡町条例第１

９号）による重

度心身障害者医

療費の支給に関

する事務 

白岡市重度心身障害者医療費支給に関する条例第５条

第１項の規定による受給資格の登録の申請に係る事実

についての審査に関する事務 

白岡市重度心身障害者医療費支給に関する条例第８条

第１項の規定による医療費助成金の請求に係る事実に

ついての審査に関する事務 

白岡市重度心身障害者医療費支給に関する条例第９条

第１項の規定による資格の喪失又は登録事項の変更の

届出に係る事実についての審査に関する事務  

白岡市重度心身障害者医療費支給に関する条例第９条

第２項の規定による受給資格登録者に係る所得の状況

の届出に係る事実についての審査に関する事務 

３ 白岡市在宅重

度心身障害者手

当支給条例（昭

和５４年白岡町

条例第１３号）

による在宅重度

心身障害者手当

の支給に関する

白岡市在宅重度心身障害者手当支給条例第３条第２項

に規定する受給資格等の認定の申請に係る事実につい

ての審査に関する事務 

白岡市在宅重度心身障害者手当支給条例第４条第２項

に規定する資格の喪失、届出に係る事実についての審査

に関する事務 

白岡市在宅重度心身障害者手当支給条例第７条第１項

に規定する支給制限に係る事実についての審査に関す
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事務 る事務 

４ 白岡市ひとり

親家庭等の医療

費の支給に関す

る条例（平成４

年白岡町条例第

２０号）による

ひとり親家庭等

医療費の支給に

関する事務 

白岡市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第

５条第１項の規定による受給者証の交付の申請に係る

事実についての審査に関する事務  

白岡市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第

７条第１項の規定による医療費の支給の申請に係る事

実についての審査に関する事務 

白岡市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第

８条の規定による届出に係る事実についての審査に関

する事務 

５ 白岡市こども

医療費支給に関

する条例（昭和

４８年白岡町条

例第１８号）に

よるこども医療

費の支給に関す

る事務 

白岡市こども医療費支給に関する条例第５条第１項の

規定による医療費の支給の申請に係る事実についての

審査に関する事務 

白岡市こども医療費支給に関する条例第６条第１項の

規定による受給資格に係る事実についての審査に関す

る事務 

白岡市こども医療費支給に関する条例第７条の規定に

よる資格の喪失又は登録事項の変更の届出に係る事実

についての審査に関する事務 

別表第２（第４条関係） 

（令６規則５・全改） 

事務 規則で定める事務 規則で定める情報 

１ 要保護等外国

人に対する生活

保護の実施に関

する事務 

要保護等外国人に対する生

活保護法第１９条第１項の

規定に準じて行う保護の実

施、同法第２４条第１項の規

定に準じて行う保護の開始

若しくは同条第９項の規定

に準じて行う保護の変更の

要保護等外国人に係る生

活保護法第１９条第１項

の保護の実施、同法第２４

条第１項の保護の開始若

しくは同条第９項の保護

の変更、同法第２５条第１

項の職権による保護の開
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申請に係る事実についての

審査、同法第２５条第１項の

規定に準じて行う職権によ

る保護の開始若しくは同条

第２項の規定に準じて行う

職権による保護の変更、同法

第２６条の規定に準じて行

う保護の停止若しくは廃止、

同法第６３条の規定に準じ

て行う保護に要する費用の

返還又は同法第７７条第１

項若しくは第７８条第１項

から第３項までの規定に準

じて行う徴収金の徴収（同法

第７８条の２第１項又は第

２項の規定に準じて行う徴

収金の徴収を含む。）に関す

る事務 

始若しくは同条第２項の

職権による保護の変更、同

法第２６条の保護の停止

若しくは廃止、同法第５５

条の４第１項の就労自立

給付金の支給又は同法第

５５条の５第１項の進学

準備給付金の支給に関す

る情報（以下「生活保護実

施関係情報」という。） 

要保護等外国人に係る道

府県民税（地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第

４条第２項第１号に掲げ

る道府県民税（個人に係る

ものに限る。）をいい、都

が同法第１条第２項の規

定によって課する同号に

掲げる税を含む。以下同

じ。）又は市町村民税（同

法第５条第２項第１号に

掲げる市町村民税（個人に

係るものに限る。）をいい、

特別区が同法第１条第２

項の規定によって課する

同号に掲げる税を含む。以

下同じ。）に関する情報（以

下「住民税関係情報」とい

う。） 
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生活に困窮する外国人に

係る健康保険法（大正１１

年法律第７０号）、船員保

険法（昭和１４年法律第７

３号）、私立学校教職員共

済法（昭和２８年法律第２

４５号）、国家公務員共済

組合法（昭和３３年法律第

１２８号）、国民健康保険

法（昭和３３年法律第１９

２号）又は地方公務員等共

済組合法（昭和３７年法律

第１５２号）、高齢者の医

療の確保に関する法律（昭

和５７年法律第８０号）に

よる医療に関する給付の

支給又は保険料の徴収に

関する情報（以下「医療保

険給付関係情報」という。） 

要保護等外国人に係る児

童扶養手当法（昭和３６年

法律第２３８号）第４条第

１項の児童扶養手当の支

給に関する情報（以下「児

童扶養手当情報」という。） 

要保護等外国人に係る母

子及び父子並びに寡婦福

祉法（昭和３９年法律第１

２９号）第３１条（同法第
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３１条の１０において読

み替えて準用する場合含

む。）の給付金の支給に関

する情報 

要保護等外国人に係る特

別児童扶養手当等の支給

に関する法律（昭和３９年

法律第１３４号）第１７条

の障害児福祉手当、同法第

２６条の２の特別障害者

手当又は国民年金法等の

一部を改正する法律（昭和

６０年法律第３４号）附則

第９７条第１項の福祉手

当の支給に関する情報（以

下「特別児童扶養手当等情

報」という。） 

要保護等外国人に係る母

子保健法（昭和４０年法律

第１４１号）第２０条第１

項の養育医療の給付又は

養育医療に要する費用の

支給に関する情報 

要保護等外国人に係る児

童手当法（昭和４６年法律

第７３号）第８条第１項

（同法附則第２条第４項

において準用する場合を

含む。）の児童手当又は特
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例給付（同法附則第２条第

１項の給付をいう。）の支

給に関する情報 

要保護等外国人に係る中

国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法

律第３０号）第１４条第１

項及び第３項の支援給付

の支給の実施、中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進

及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律の一部

を改正する法律（平成１９

年法律第１２７号。以下こ

の項において「平成１９年

改正法」という。）附則第

４条第１項の支援給付の

支給の実施並びに中国残

留邦人等の円滑な帰国の

促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律の

一部を改正する法律（平成

２５年法律第１０６号。以

下この項において「平成２

５年改正法」という。）附

則第２条第１項の規定に

よりなお従前の例による



9 

ものとされた平成２５年

改正法による改正前の中

国残留邦人等の円滑な帰

国の促進及び永住帰国後

の自立の支援に関する法

律（この項において「旧法」

という。）第１４条第１項

の支援給付、平成２５年改

正法附則第２条第２項の

規定によりなお従前の例

によるものとされた旧法

第１４条第３項の支援給

付及び平成２５年改正法

附則第２条第３項の支援

給付の支給の実施、中国残

留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関

する法律第１４条第４項

（平成１９年改正法附則

第４条第２項において準

用する場合を含む。）並び

に平成２５年改正法附則

第２条第１項及び第２項

の規定によりなお従前の

例によるものとされた旧

法第１４条第４項の規定

によりその例によるもの

とされる生活保護法第２
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４条第１項の開始若しく

は同条第９項の変更、同法

第２５条第１項の職権に

よる開始若しくは同条第

２項の職権による変更又

は同法第２６条の停止若

しくは廃止に関する情報

（以下「中国残留邦人等支

援給付実施関係情報」とい

う。） 

要保護等外国人に係る介

護保険法（平成９年法律第

１２３号）第１８条第１号

の介護給付、同条第２号の

予防給付若しくは同条第

３号の市町村特別給付の

支給又は同法第１１５条

の４５の地域支援事業の

実施に関する情報 

要保護等外国人に係る障

害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法

律第１２３号）第６条の自

立支援給付の支給に関す

る情報 

２ 白岡市重度心

身障害者医療費

支給に関する条

白岡市重度心身障害者医療

費支給に関する条例第５条

第１項の規定による受給資

当該申請又は届出に係る

対象者の身体障害者福祉

法（昭和２４年法律第２８
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例による重度心

身障害者医療費

の支給に関する

事務 

格の登録の申請に係る事実

についての審査に関する事

務及び同条例第９条第１項

の規定による資格の喪失又

は登録事項の変更の届出に

係る事実についての審査に

関する事務 

３号）による身体障害者手

帳、精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和

２５年法律第１２３号）に

よる精神障害者保健福祉

手帳又は知的障害者福祉

法（昭和３５年法律第３７

号）による知的障害者に関

する情報（以下「障害者関

係情報」という。） 

当該申請又は届出に係る

対象者及びその世帯の住

民税関係情報 

当該申請又は届出の対象

者に係る健康保険の被保

険者若しくは被扶養者、船

員保険の被保険者若しく

は被扶養者、私立学校教職

員共済制度の加入者若し

くは被扶養者、共済組合の

組合員若しくは被扶養者

又は国民健康保険の被保

険者若しくは被扶養者の

資格に関する情報（以下

「医療保険資格情報」とい

う。）又は高齢者の医療の

確保に関する法律による

後期高齢者医療の被保険

者の資格に関する情報（以
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下「医療保険等資格情報」

という。） 

当該申請又は届出に係る

対象者及びその世帯の生

活保護実施関係情報 

当該申請又は届出に係る

対象者及びその世帯の住

民基本台帳法（昭和４２年

法律第８１号）第７条第４

号に規定する事項（以下

「住民票関係情報」とい

う。） 

当該申請又は届出に係る

対象者及びその世帯の中

国残留邦人等支援給付実

施関係情報 

白岡市重度心身障害者医療

費支給に関する条例第８条

第１項の規定による医療費

助成金の請求に係る事実に

ついての審査に関する事務 

当該申請に係る対象者及

びその世帯の医療保険給

付関係情報 

白岡市重度心身障害者医療

費支給に関する条例第９条

第２項の規定による受給資

格登録者に係る所得の状況

の届出に係る事実について

の審査に関する事務 

当該申請又は届出に係る

対象者及びその世帯の住

民税関係情報 

３ 白岡市在宅重

度心身障害者手

白岡市在宅重度心身障害者

手当支給条例第３条第２項

当該申請又は届出に係る

対象者の住民税関係情報 



13 

当支給条例によ

る在宅重度心身

障害者手当の支

給に関する事務 

に規定する受給資格等の認

定の申請に係る事実につい

ての審査に関する事務及び

同条例第４条第２項に規定

する資格の喪失、届出に係る

事実についての審査に関す

る事務 

当該申請又は届出に係る

対象者の特別児童扶養手

当等情報 

当該申請又は届出に係る

対象者の住民票に記載さ

れた住民票関係情報 

当該申請又は届出に係る

対象者に係る身体障害者

福祉法第１５条第１項の

身体障害者手帳の交付に

関する情報 

当該申請又は届出に係る

対象者に係る精神保健及

び精神障害者福祉に関す

る法律第４５条第１項の

精神障害者保健福祉手帳

の交付に関する情報 

白岡市在宅重度心身障害者

手当支給条例第７条第１項

に規定する支給制限に係る

事実についての審査に関す

る事務 

当該審査に係る対象者の

住民税関係情報 

４ 白岡市ひとり

親家庭等の医療

費の支給に関す

る条例によるひ

とり親家庭等医

療費の支給に関

する事務 

白岡市ひとり親家庭等の医

療費の支給に関する条例第

５条の規定による受給者証

の交付の申請に係る事実に

ついての審査に関する事務

及び同条例第８条の規定に

よる届出に係る事実につい

当該申請又は届出に係る

ひとり親等（白岡市ひとり

親家庭等の医療費の支給

に関する条例第４条第１

項第１号に規定するひと

り親等をいう。以下同じ。）

又はひとり親等の配偶者
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ての審査に関する事務 若しくは扶養義務者（民法

（明治２９年法律第８９

号）第８７７条第１項に規

定する扶養義務者をい

う。）でそのひとり親等と

生計を同じくするものに

係る住民税関係情報 

当該申請又は届出に係る

対象者に係る医療保険資

格情報 

当該申請又は届出に係る

対象者に係る医療保険等

資格情報 

当該申請又は届出に係る

対象者に係る児童扶養手

当情報 

当該申請又は届出に係る

対象者に係る生活保護実

施関係情報 

当該申請又は届出に係る

ひとり親等又はひとり親

等の配偶者若しくは扶養

義務者でそのひとり親等

と生計を同じくするもの

に係る住民票に記載され

た住民票関係情報 

当該申請又は届出に係る

児童又は対象者に係る中

国残留邦人等支援給付等
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情報 

白岡市ひとり親家庭等の医

療費の支給に関する条例第

７条第１項の規定による医

療費の支給の申請に係る事

実についての審査に関する

事務 

当該申請に係る対象者に

係る医療保険給付情報 

当該申請に係るひとり親

等に係る住民税関係情報 

５ 白岡市こども

医療費支給に関

する条例による

こども医療費の

支給に関する事

務 

白岡市こども医療費支給に

関する条例第５条第１項の

規定による医療費の支給の

申請に係る事実についての

審査に関する事務 

当該申請に係る対象とな

るこども（白岡市こども医

療費支給に関する条例第

３条に規定する対象とな

るこどもをいう。以下、同

じ。）に係る医療保険給付

関係情報 

当該申請に係る保護者（白

岡市こども医療費支給に

関する条例第２条第２号

に規定する保護者をいう。

以下同じ。）に係る住民税

関係情報 

白岡市こども医療費支給に

関する条例第６条第１項の

規定による受給資格に係る

事実についての審査に関す

る事務及び同条例第７条の

規定による資格の喪失又は

登録事項の変更の届出に係

る事実についての審査に関

する事務 

当該申請又は届出に係る

対象となるこども又は保

護者に係る医療保険資格

情報 

当該申請又は届出に係る

対象となるこどもに係る

生活保護実施関係情報 

当該申請又は届出に係る

対象となるこども又は保
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護者に係る白岡市重度心

身障害者医療費支給に関

する条例による重度心身

障害者医療費の受給資格

に関する情報 

当該申請又は届出に係る

対象となるこども又は保

護者に係る白岡市ひとり

親家庭等の医療費の支給

に関する条例によるひと

り親家庭等医療費の受給

資格に関する情報 

 


